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第三者委員会の調査報告書の受領及び調査結果に関するお知らせ 

 
当社は、平成 30 年 11 月１日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」において公表致しました

とおり、前代表取締役社長による不適切な取引について、これまで当社と利害関係を有していなか

った外部専門家たる弁護士・公認会計士による第三者委員会（委員長：飯塚孝徳弁護士）を設置し、

当社から独立しかつ客観的な調査を実施してまいりました。 

本日、第三者委員会から「調査報告書」を受領いたしましたので、その内容と今後の当社の対応

方針につき、以下のとおりお知らせ致します。 

なお、「調査報告書」では一部を除き社外の取引先および社内外の個人名等に関しては、個人情報

等を考慮し匿名としております。 

記 

 

１．第三者委員会の調査結果 

第三者委員会の調査結果につきましては、別添の「調査報告書」のとおりです。 

 

２．第三者委員会の調査結果を受けた当社の対応方針 

  当社は、調査委員会が認定した事実と原因分析に基づいた実行するべき再発防止策の提言を受

け止め、下記の再発防止策を実行してまいります。 

１．経営陣における責任の徹底、コンプライアンス意識及び執行能力を持った取締役・監査

役・管理職の採用・登用。 
２．役員に対するコンプライアンス意識の周知及び徹底のための研修・.教育 
３．内部通報制度の導入 
４．ワンマン経営から脱却するための相互牽制が可能な業務プロセスの見直し 
５．取締役会・監査役会における協議の充実化 
６．監査役監査及び内部監査の充実と連携強化 

再発防止策の具体的な内容につきましては、「調査報告書」をご参照ください。 

関係者の処分につきましては、後日決定次第速やかに開示致します。 

 

なお、本件不適切行為による影響額につきましては「過年度に係る有価証券報告書等の訂正報

告書の提出及び過年度に係る決算短信等の訂正に関するお知らせ」をご参照ください。 

また、提出期限を延長させていただいていた「平成31年３月期第２四半期報告書」についても、

本日開示致します。 

 

当社がこの度の不正行為を未然に防止することができなかったことを厳粛に受け止め、深く反

省するとともに、株主・投資家をはじめ多くのステークホルダーの皆様には多大なご迷惑とご心

配をおかけいたしておりますことをお詫び申し上げます。 

今後は、全社をあげて再発防止策を実行し信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解を

いただき、倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 
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